
富山県では、「富山県地域未来投資促進計画（第２期）」を策定しており、促進区域内で、
対象とする分野において、先進性のある事業を行う場合、工事着手・設備取得前に「地域経
済牽引事業計画」を作成し知事の承認および国の確認を受けることにより、税制上の優遇措

置等の各種支援措置を利用できます。

通常類型
・労働生産性の伸び率が４％以上又は投
資収益率が５％以上

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ
類型

・海外への生産拠点の集中の程度が
50％以上の製品製造
・事業を実施する都道府県内の取引額の
増加率が５％以上 等

＜先進性の類型＞



※地域経済牽引事業計画は工事着工
の１ヶ月前までに県立地通商課にご
提出ください。

※不動産取得税及び固定資産税の
減税支援を受けるには、別途、申
請手続きが必要となります。詳細
は県税事務所及び所在市町村の税
務部門にお問合せください。

県税事務所
市町村税務部門

県立地通商課

法人税
不動産取得税
固定資産税

②承認通知

⑥決定通知

⑤減税措置申請

①地域経済牽引事業計画
承認申請

申請者

＜対象施設の取得＞

中部経済産業局
北陸支局

③先進性（法第２５条）
の確認申請

④確認通知

①富山県内の医薬品製造や容器・包装・印刷技術の集積を活用した医薬品関連分野
②富山県内の電子デバイス、機械・金属や高度技術・新素材技術の集積を活用した成長ものづくり

 分野
③富山県内の豊富な農林水産資源を活用した農林水産・地域商社分野
④富山県内の情報通信基盤やデータサイエンス人材を活用したデジタル・情報通信関連分野
⑤富山県内の自然、豊かな食、歴史文化、伝統工芸など多様な観光資源を活用した観光・スポーツ・ 
文化・まちづくり分野

⑥富山県の水と緑に恵まれた豊かな環境を活かした環境・エネルギー分野
⑦富山県内の伝統工芸品産業やデザイン人材の集積を活用した クリエイティブ 関連分野
⑧富山県内の良質で豊かな水や地域特産物を活かした食料品・飲料製造関連分野
⑨富山県内の拠点港や高速道路網等の環日本海地域の拠点性を有するインフラを活用した物流関

 連分野

R6.4 

※税制上の優遇措置を受けるために

は、国の審査において事業の先進
性の確認を得る必要があります。

問合せ先：富山県立地通商課  〒930-8501富山市新総曲輪1-7  TEL 076-444-3244
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